
　 物価高騰等の影響を 受ける 市民生活の負

担軽減を 図る と と も に、 市内での消費を 喚

起し 、 事業者の売上向上を 応援する ため、

市内店舗等で使える お得な『 し まスマイ ル

商品券』 を 販売し ますので、 ぜひお買い求

めく ださ い。

市民の皆様へ

発行： 志摩市商工会
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2 ,000 円で 6 ,000 円分使える!  

購入方法

購入期間

利用期間

商 品 券

販 売 所

プレミアム率 200%! !

料金後納

1 . 市から 対象者に購入引換券（ ハガキ） を郵送し ます。

※販売開始直後は窓口の混雑が予想さ れます。 一人一冊必ず購入する こ と が可能ですので、
　 購入時期を ずら し ていただく など、 混雑緩和にご協力く ださ い。

志摩市内1 6 か所の郵便局　 ◎ 時間： 9 時～1 7 時　 ※土日祝日は購入できません

B PO センタ ー志摩（ イ オン阿児店1 階  自治体スマート センタ ー「 みんなの」 ス 窓 ）
◎ 時間： 1 0 時～2 0 時　 ※平日は購入でき ません

２ . 購入引換券（ ハガキ）を商品券販売所へ持参し 、現金（ 1 冊2 ,0 0 0 円）

　 　でお買い求めく ださ い。 ※代理の方でも 購入可能です。

令和6 年  6 月1 7 日（ 月）  ～  7 月1 6 日（ 火）

▶

▶

▶

▶

※購入時の混雑を避けるために、 ５ 月３ ０ 日以降に２ 回に分けて発送し ます」 （ ６ 月２ １ 日までに届かない場合はお問合せく ださ い。 ）

しまスマイル商品券販売のご案内

必ず一人一冊購入するこ と が可能です
1 冊　 2 ,0 0 0 円（ 1 ,0 0 0 円 ×6 枚分）令和６ 年５ 月１ 日以降、 志摩市に住民登録がある方

平日

土日
祝日

【 浜島町】 浜島

【 大王町】 大王（ 波切）、船越

【 志摩町】 志摩（ 和具）、志摩片田、布施田、志摩越賀、御座

【 阿児町】 阿児（ 鵜方）、阿児賢島、立神、甲賀、阿児国府、阿児安乗
【 磯部町】 磯部、的矢

※路上駐車や近隣店舗等の駐車場への無断駐車は

し ないでく ださ い。 阿児（ 鵜方） 郵便局でご購入

の際は、志摩市商工会の駐車場を ご利用く ださ い。

し ま ス マ イ ル商品券 し まし ま

お問い合せ先 ／ 志摩市観光経済部 経済課  TEL: 0 5 9 9 -4 4 -0 0 1 0 　 FAX: 0 5 9 9 -4 4 -5 2 6 2

見本

令和 6  年 7  月 1  日（ 月）～ 令和 6  年 1 0  月 3 1日（ 木）

参考資料３参考資料３







1 -③ 買い物利便性向上事業補助金（ リ ニュ ーアル）

買い物弱者の買い物機会の確保及び市内の消費拡大を 図るために、 買い物の利便性向上のために新規または既に行っ て
いる事業を拡大し て行う 買い物支援事業に対し 、 事業実施及び継続に係る経費の一部を 補助し ます。

目 的

内 容
■対象者【 ①②いずれかの者】

①市内に住所がある個人事業者
②市内に店舗、 事務所がある法人または団体（ 例: 営利事業を行う 法人、 自治会、 協同組合、 Ｎ Ｐ Ｏ 法人等）
※①②と も に市税の滞納がないこ と
※新たに創業する者も 対象

■対象事業 【 以下の要件を 全て満たす事業】
①買い物困難地域を対象と し て、 買い物の利便性の向上を 図るために、 新たに、 または、 既に実施し ている事業を

拡大し て実施する次のいずれかの事業
(1)商店設置事業 (2)出張販売事業
(3)買い物送迎事業 (4)宅配事業 (5)その他、 買い物の利便性の向上に繋がる事業

※令和６ 年度は移動販売事業は補助対象外と なり ます。
②3年間以上継続し て実施する事業
③許認可等が必要な補助事業を実施する場合は、 許認可を 受けているこ と

■対象経費・ 補助額・ 補助率

※審査会の審査により 交付者を決定し ます。

補助金の種類 対象経費 補助額 補助率

開業費等補助金
事業実施に係る初期投資等に必要と なる経費
（ 車両リ ース費、 店舗改修費、 店舗賃借料、

広報宣伝費、 備品購入費等）

上限200万円
※事業拡大の場合は、 上限100万円
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※対象事業の見直し を 行いまし た。



内 容

■対象者【 以下の要件を全て満たす者】
①以下のいずれかに該当する者

・ 市内において新規創業または第二創業を行う 者 ※第二創業は、 日本標準産業分類における中分類が異なる業種への転換や進出と する。
・ 市内において新規創業または第二創業により 革新的なビジネスモデルを活用し た事業を行おう と する者（ 以下「 スタ ート アッ プ」 と いう ）

②指定金融機関（ 百五銀行、 三十三銀行） の支援（ 融資） を受けるこ と （ 年度内に）
③事業の実施に必要な許認可等を事業開始時までに受けているこ と
④実績報告時において、 個人は市内に住民登録があるこ と 、 法人は市内に主たる事務所等を有するこ と

■対象事業
・ 観光資源を活用し た事業 ＜例: 宿泊業、 観光案内業（ ガイ ド 業） 、 観光サービス業（ アク ティ ビティ 体験等） 等＞
・ 地域で生産さ れる物の地産地消を推進する事業 ＜例 飲食業、 農水産物小売業等＞
・ デジタ ル技術を活用し た事業
・ 国、 県、 市、 金融機関またはそれら に類する団体等が実施するビジネスプラ ンコ ンテスト で受賞実績がある事業
・ 革新的なビジネスモデルを活用し た事業（ スタ ート アッ プのみ対象）

※ただし 、 以下の事業は対象外と する。
・ スタ ート アッ プに該当し ない漁業、 農業、 林業 ・ 常時従事する者がいない事業
・ 第二創業の場合は、 雇用の拡大が見込まれない事業 ・ フ ラ ンチャ イ ズやチェ ーンスト ア等に類する事業

■補助内容及び補助金額等率

■補助対象経費
店舗等新築・ 改修工事費、 店舗賃借料、 備品購入費、 マーケティ ング調査費、 広報宣伝費、 外注費、 その他市⻑が適当と 認める経費

※審査会の審査により 交付者を決定し ます。

補助率及び金額 内容

補助対象経費の2分の1以内(上限50万円）
※一定の条件を満たす場合は、 上記上限額に最大120万円を加算する。 （ 加算後の最大上限額170万円）

①若 者: 20万円（ エント リ ー申請日において、 満39歳以下の者で新規創業を行う 者）
②移住者: 20万円（ エント リ ー申請日から 起算し て1年以内に市内に住所を登録し た者で新規創業を行う 者、 または、

申請日から 起算し て6か月以上市外に住所を有する者で新規創業により 転入する者）
③空き店舗を活用: 50万円（ エント リ ー申請時において、 3か月以上使用さ れていない物件）
④スタ ート アッ プ: 50万円

創業時の経営基盤強化を目
的と し て、 創業時に必要な
経費の一部を補助する。

市内で創業や第二創業を行う 事業者に対し 、 創業時の経営基盤強化を目的と し て補助金を交付し ます。

目 的

１ -① 志摩市を元気にする創業支援補助金（ リ ニュ ーアル）

※対象要件、 対象事業を 追加し 、 補助上限額の見直し を行いまし た。
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